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高年齢者雇用安定法改正と就業規則の変更

　【改正法対応の注意点】
⑴経過措置により労使協定基準を利用する場合でも、基準の対象年齢を明確にするため就業規則の
変更が必要となります。
⑵経過措置を利用した場合も、就業規則に定める解雇事由や退職事由に該当する者を継続雇用しない
ことを定めることができます。
⑶年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールは男女で異なっていますが、経過措置の対象年齢は
男女の差なく統一されます。
⑷継続雇用時の労働条件については、これまで通り事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能です。

　　厚生労働省　高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ
　　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

　平成25年4月1日より施行される改正高年齢雇用安定法では、従来認められてきた「労使協定に定める
基準により継続雇用制度の対象者を限定できる」という仕組みが廃止され、希望者全員を６５歳まで継続
雇用することが義務づけられます。
　ただし、すでに労使協定で継続雇用基準を定め運用している企業については、報酬比例部分の厚生
年金の受給開始年齢に達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる経過措置（12年間）が
設けられています。労使協定基準により継続雇用の対象者を限定している企業は、就業規則を変更して
対応することとなります。　　　
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平成25年4月1日施行

就業規則を変更し、これまでの
労使協定基準を廃止して、希望者
全員を満６５歳まで雇用。

就業規則を変更し、
経過措置を利用する。

平成25年3月31日までに、労使協定基準に該当する者を満６０歳の定年後に
継続雇用する制度を定めている。

①就業規則に定める解雇事由や退職事由に
該当する場合は継続雇用しないことを定める
ことができます。
②一定の要件を満たせば、中小企業定年引上げ
等奨励金を受給することができます。

下記の①と②のいずれかで対応。
①労使協定を改定して、継続雇用制度の対象者を限定する
基準が適用される者の下限年齢を定める。
②労使協定は改定しないが、運用において、厚生年金の支給
開始年齢以上の者のみを継続雇用基準の対象とする。

改正法の施行に合わせ、労使協定基準そのものを見直し、
新たに労使協定を締結して新たな基準を定める。
ただし、意欲や能力等を具体的に測るもので、かつ労働者が
基準に該当するかどうかを客観的に予見することができる
ものであることが求められます。
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